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わが国では、昭和 50 年の国際婦人年などを契機として、女性の地位向上と

社会参加の促進、従来の固定的な性別による役割分担意識の払拭や制度の見直

しに向けた取り組みなど、男女共同参画社会実現に向けた各種の法律や制度の

整備が図られ、本市も平成 18 年 3 月に亀山市男女共同参画基本計画を策定し、

様々な施策を実施してきました。 

しかし、その実現を目指す根拠法である男女共同参画基本法では､地方公共団

体が何をすべきかについて直接的に触れられていないため、市が地域の特性や

実態に即して、実行ある男女共同参画を進める根拠として､条例の制定が必要と

なってきました。 

そこで、平成 20 年 6 月に「亀山市男女が生き生き輝く条例」を制定し、市、

市民､事業者、各種活動団体、教育に携わる者がそれぞれの立場で、それぞれの

責務を果たして男女共同参画社会実現に向けて取り組んでいく根拠といたした

次第であります。 

こうした状況の中、亀山市男女が生き生き輝く条例や亀山市男女共同参画基

本計画制定後の法律改正等を反映し本計画の改訂を行いました。 

今後は、改訂した亀山市男女共同参画基本計画に基づき、市民､事業者、各種

活動団体、教育に携わる者と、また、関係機関の方々と共に、男女共同参画社

会実現に向け全力で取り組んで参る所存でありますので、一層のご理解、ご協

力を賜りますようお願いいたします。  最後に亀山市男女共同参画基本計画改訂に当たり、貴重なご意見をいただきま

した亀山市男女共同参画審議会の皆様をはじめ､ご協力をいただきました関係

各位に感謝申し上げます。 
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